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１．概要 

  大型車通行に関係する荷主・運送関係団体、警察・道路管理者・運輸関係機関で構成する 

『大型車通行適正化に向けた中国地域連絡協議会』は、大型車通行適正化に向けた広報活動及

び取締を連携して実施することを目的としており、このたび、合同で広報と取締りを実施する

こととなりましたのでお知らせします。 

２．日時・場所（詳細は別紙参照） 

  日時：平成２８年 ７月２１日（木） 合同広報 １０：３０～１１：３０ 

                    合同取締 １３：００～１５：００ 

   ※平成２８年７月２１日１５：００解禁 

  場所：合同広報：山陽自動車道下り 宮島ＳＡ

     合同取締：広島岩国道路大竹ＩＣ（別紙詳細図参照）

３．参加団体・機関 

  中国経済連合会、中国トラック協会、中国管区警察局、広島県警察、 

国土交通省（中国地方整備局、中国運輸局）広島県、広島市、ＮＥＸＣＯ西日本、 

広島高速道路公社 

４．取材について 

  取材希望の報道関係者の方は、７月２０日までに下記担当・景山までご連絡下さい。 

＜問い合わせ先＞

 国土交通省中国地方整備局  TEL(０８２)－２２１－９２３１（代表）：（平日・昼間） 
【担  当】 道路部    交通対策課長      常松

つねまつ

 宏
ひろし

（内線４５１１）

道路部    建設専門官 景山
かげやま

 浩
ひろ

孝
たか

（内線４５１７）

【広報担当窓口】

      中国地方整備局 広報広聴対策官   坂屋
さかや

 政之
まさゆき

（内線２１１７）

      中国地方整備局 企画部 環境調整官 松本
まつもと

 治男
はるお

（内線３１１４）

特殊車両に関する合同広報・取締りを実施します

～大型車通行適正化に向けた取り組み～



大型車通行適正化に向けた中国地域連絡協議会

合同広報・取締りについて

１．目的

  大型車通行適正化に向けて中国地域連絡協議会の関係団体・機関が一体と

なって広報及び取締りを行うことを目的とする。

２．実施予定 取扱注意：取締り完了後まで非公開

  実 施 日：平成２８年７月２１日（木）小雨決行

       予備日  ７月２６日（火）

延期の場合は２０日１５時までに決定しますので、担当（景山）

までお問い合わせ下さい。

  時  間：合同広報１０：３０～１１：３０

       合同取締１３：００～１５：００

  場  所：合同広報：山陽自動車道下り 宮島ＳＡ

       合同取締：広島岩国道路大竹ＩＣ

  詳細スケジュール

  １０：２０ 山陽道宮島ＳＡ下り スターバックス前辺り集合

  １０：３０ 開催挨拶(中国地方整備局 交通対策課長) 
  １０：４０ 合同広報開始 

１１：３０ 広報終了（終了後ＳＡ内で昼食）

１２：２０ 大竹ＩＣへ移動

１２：４０ 大竹ＩＣ下車 大竹料金所駐車場到着後、取締り場所に集合

１３：００ 合同取締り開始

１４：００ 合同取締り終了（取締りは１５：００まで実施）

別 紙



３．実施方法

  合同広報：別添チラシ（Ａ４両面）をＳＡの通路部分（下図広報実施範囲）

で配布を行う。

  合同取締：NEXCO西日本（車限隊）と国土交通省広島国道事務所が同時
の取締りとして、広島岩国道路大竹ＩＣと国道２号大竹車両計

量所で行う。各取締りは、通常どおりの取締り方法で行う。

       協議会各委員は、大竹ＩＣ取締り箇所において、取締り方法や

違反状況等を把握

４．取材について

  取材希望の報道関係者の方は、平成２８年７月２０日までに下記担当・景

山までご連絡下さい。

  当日は以下の図のとおり広報及び取締りを行います。カメラの取材は可能

です。広報の取材では、ＳＡの駐車場に車を止めて下さい。取締りの駐車場

は大竹ＩＣ料金所用駐車場に止めて下さい。

広 報

取締り

大竹 IC 

宮島 SA 
本 線



５．集合場所詳細図

○宮島ＳＡから広島岩国道路を利用して向かう場合

   大竹ＩＣ料金所を出てすぐ左の大竹料金所駐車場に入り駐車して下さい。

○一般道から料金所駐車場に向かう場合

   以下の図を参考に一般道から駐車場を利用して下さい。

   ＩＣランプを横断して駐車場に入るとＩＣから出た車両との事故が懸念

されるため、一般道から駐車場を利用して下さい。



合同広報・取締り概要

道路の老朽化対策が喫緊の課題である中で、平成２６年５月９日、国土交通省

道路局より大型車通行適正化方針が示され、効率的かつ迅速な物流の実現による

経済活動の向上等を図るため、車両の大型化に対応した許可基準の見直し及び適

正利用者に対する許可を簡素化する一方で、道路の劣化に与える影響が大きい重

量を違法に超過した大型車両に厳罰を課すなどの対策が必要とされています。 

このような状況を受け、大型車の走行に関する知見や情報の交換、取組内容や

連携活動の検討等を行うことを目的に、『大型車通行適正化に向けた中国地域連

絡協議会』を平成２７年１０月に発足しました。 

中国地域連絡協議会では、大型車通行適正化について『社会的認知度の向上』

を目指して、荷主側への認知・理解向上と適切な発注の徹底に向けた啓発及び特

車制度の認知度や理解が不十分であり、関係団体・機関が協調して広報・啓発活

動を行うことを目的としており、中国地域連絡協議会において、広報実施計画を

策定して、平成２８年度から広報に着手したところです。 

今回は、中国地域連絡協議会による関係団体・機関の連携・強化として、中国

地方ではじめての取り組みとして、山陽自動車道下り宮島ＳＡで合同広報を行

い、その後大竹ＩＣと国道２号大竹車両計量所で同時に特殊車両の取締りを行い

ます。 

別 紙
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特殊車両の指導取締りについて 

【合同取締について】 

国土交通省広島国道事務所では、道路の構造物の劣化に多大な影

響を与え、また重大事故に繋がる恐れのある重量超過等の大型車両

について、特殊車両通行許可制度の普及啓発と違反車両に対する是

正指導を行うことを目的に、広島県警察本部交通機動隊と協力し、

継続的に特殊車両の指導取締を実施しています。 

また、ＮＥＸＣＯ西日本中国支社においても、従前から違反車両

への取締りを継続的に実施しています。 

この度、「大型車通行適正化に向けた中国地域連絡協議会」の取

り組みとして、ＮＥＸＣＯ西日本中国支社と合同取締りを実施しま

す。 

【取締りの流れ】 

車両の幅、重量、高さ及び長さの基準を超える車両が進入してき

た場合、通行許可証の有無及び許可内容に適合しているか等を確認

し、違反が確認された場合は、措置命令や警告を行います。 

一部の大型車両にあっては、高速道路入口で取締りを実施してい

る場合に、ルートを変更し、並行する国道等を走行するケースが見

受けられます。そのような違反車両に対し、連携して同日同時間帯

での取締りを実施するものです。 

参 考



重量測定 長さ測定

幅測定 高さ測定

※　掲載の車両写真は、取締の状況写真であり、違反の写真ではありません。

検測状況



車両の大型化に対応した許可基準の見直し及び適正利用者に対する許可手続を簡素化する一方で、
悪質な違反者に対しては厳罰化し、大型車両の通行の適正化を進める。

１．０．３%の重量を違法に超過した大型車両※が道路橋の劣化に与える影響は全交通の約９割を占め、
一部の違反車両が道路を劣化させる主要因となっている。
軸重２０トン車が道路橋に与える影響は、軸重１０トン車の約４，０００台に相当

２．車両の大型化、積載率の向上及び許可手続の迅速化等による効率的かつ迅速な物流の実現が望ま
れている。

違反取締りや違反者への指導等の強化通行許可の基準等の見直しと許可審査手続の改善

（１）違法に通行する大型車両の取締りの徹底
①自動計測装置の増設

②コードンラインを設定し、並行する高速道路と一般道路を一度に取締る等各道路管
理者が連携した取締り及び自動計測装置の設置を実施

施。

（３）関係機関との連携体制の構築
①国土交通省（道路局及び自動車局）、 警察庁、高速道路会社及び全日本トラック協
会等と連携し、道路の適正利用を図るための連絡会を設置し、荷主を含めた啓発活
動、及び違反者情報の共有等を実施
②国土交通省から日本高速道路保有・債務返済機構及び高速道路会社６社に対し、取
締り強化及び違反者に対する指導等の強化を検討するよう指示

③自動車局と連携して、違反通行を行った運送事業者に対し貨物自動車運送事業法に
基づく行政処分等を行うとともに、荷主に対する是正指導等を行うための検討を実
施。

（１）バン型等セミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一
・バン型等のセミトレーラの駆動軸重の制限を、国際海上コンテナセミトレーラと同
等の11.5ﾄﾝに緩和

（２）４５フィートコンテナ等の輸送における許可基準の見直し
・45フィートコンテナを積載する車両を始め、バン型等のセミトレーラの車両長の制
限の緩和

（３）許可までの期間の短縮
①主要道路情報のデータベース化を促進

②通行許可のオンライン申請システムを改良・普及促進

③大型車両を誘導すべき道路の範囲を拡大しつつ、国による一括審査を実施

④通行許可に係る審査体制の集約化

（４）適正に利用する者の許可の簡素化
①違反実績のない者に対して許可期間（現行２年）の延長

②ETC2.0技術を活用した通行経路把握による通行許可の運用（特車ゴールド）

背 景

【継続して実施】

【H25年度から実施】

【継続して実施】

【H26年度から実
施】

【継続して実施】

【実施に向けて準備中】

※車両総重量20tを超える違反車両

本方針を実施することによる効果

基本方針

具体的な取組

（２）違反者に対する指導等の強化
①国道事務所に呼び出して是正指導を行い、常習的な違反者に対しては告発を実施
（措置命令４回又は是正指導５回で告発）

②特に基準の２倍以上の重量超過等悪質な違反者は、現地取締りにおいて違反を確認
した場合は即時告発を実施

③改正道路法に基づき違反者に対する報告徴収・立入検査の実施
また、報告徴収・立入検査を拒む者に対しては告発を実施

【※H25年3月から実施】

【※H27年2月23日から施行】

【※H26年5月30日から実施】

自動計測装
置（全国39
箇所に設
置）のデータ
から試算

【図 道路橋の劣化に与える影響】

・効率的かつ迅速な物流の実現・道路構造物の長寿命化 ・交通の危険の防止

※H26年10月27日より実施

※H27年度より段階的実施

※H26年度２箇所増設予定。併せて簡易な計測装置の検討を実施

※H27年３月から実施

※H27年4月から新基準により運用

※年間３回程度開催

※H26・27年度に順次実施

※直轄と首都高が連携した取締りを実施するなど箇所数・回数の増加

※H26年７月以降各道路管理者に対して協力要請。

※H27年3月31日通達発出
※H27年6月から運用開始

※H27年3月31日通達発出
※H27年6月から運用開始

【参 考】道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針

※H28年1月25日より実施




